【依頼】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年5月21日
市議会議員と区長の兼職のあり方に関するアンケートの依頼について
各区長　様
小諸市区長会 会長　栁澤 よし子
日頃より、本会の活動および地域自治の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
 　さて、５月１９日区長会総会で説明させていただいたとおり、区長会では昨年来、市議会議員が区長を兼務することについて、「役割の相反」や「市民への不透明感」の観点から慎重に議論を重ねてまいりました。去る4月30日に、区長会役員と小諸市議会との話合いを行い、意見交換しました。その結果、現時点では、条例等による　禁止は困難であるものの、兼職に伴う懸念を払拭するため、区長会として役割を分離する自律的なルール（申し合わせ）を定めることが現実的であるとの方向性が区長会議会双方から示されました。
 　つきましては、本件について各区での議論と意見集約をお願いします。
記
1. 検討の目的 市議会議員（行政の監視者）と区長（地域代表・行政の協働者）の兼務による、役割の混同や行政への不当な影響（忖度）の懸念を解消し、地域自治の信頼性を高める。
2. 各区での検討事項 各区の役員会等において、以下の点について協議をお願いします。
 ① 市議会議員が区長を兼ねることを制限することへの賛否
 ② その理由（地域の事情、なり手不足の影響など）
3. 期限及び提出先 令和8年7月28日（火）の区長会研修時に、事務局へ別紙回答票を提出してください。（事前提出・FAX回答可23-8766）
[bookmark: _GoBack]4. 今後の進め方 集約した意見に基づき、区長会としての「申し合わせ（統一ルール）」を検討し、次期区長選考等に活用できるよう整備を進めます。
　　なお、4月30日の話合いでは、区長のなり手不足を解消するためには、区長及び区役員の負担軽減を図ることが重要であると、区長会、議員双方で確認されました。

問合先　小諸市区長会事務局（小諸市役所総務課内）　担当：土屋　22-1700内線2334
　回答文（アンケート）　【提出：７月２８日開催予定区長研修会時かFAX23-8766で】

市議会議員と区長の兼務に関する検討結果 回答
区長会事務局　あて　　　　　　　令和8年　月　日 　　　　　　　　　区　　区長名：　　　　　　　　　　
検討結果は次のとおりです。
1. 議員による区長の兼職制限（役割の分離）について
いずれかに「〇」をつけてください。
	区分
	選択
	理由（具体的にご記入ください）

	制限すべき（分離に賛成）
	
	例：役割が異なる、公平性を保つため、など



	制限すべきでない
（兼職容認）
	
	例：なり手不足でやむを得ない、個人の資質による、など



	どちらでも良い
	
	例：特に支障を感じていない、など




2. 区での検討経過について
今回の検討にあたり、どのような場で協議されましたか。
· 区役員会
· その他（　　　　　　　　 　）
3. 特記事項（課題や懸念点など）
「兼務を制限した場合、区長の選出が極めて困難になる」「現在兼務している場合の経過措置（任期満了まで認めるか等）について」など、自由にご記入ください。
